
令和６年 第２回野田市議会定例会 （会期 ３月１日～３月２６日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸令和６年度 一般会計予算について 

令和 6年度の野田市一般会計及び特別会計、水道・下水道事業会計のそれぞれの予算について審議 

した結果、可決されました。 一般会計の予算規模は 535億 6,500万円(R5年当初予算比 12億 9,000万円増) 

で過去最大規模の当初予算となった。 歳入では、定額減税により市税が減収見込みだが国から補填 

されるため実質的には増収となる。しかしながら地方交付税や各種交付金等を含めた一般財源が微増 

のため、大幅に増加した歳出に対して、必要な財源の確保が非常に厳しい予算編成となった。 歳出の 

主なものとして子ども医療費助成の拡充、学校トイレ改修の加速、各種スポーツ施設の整備・改修、給 

食センター整備、連続立体交差事業など元気で明るい家庭を築ける野田市の実現に向けた予算となっ 

ている。 

 

 

 

 

▸令和 6年度予算 主な事業 

Ⅰ.子ども医療費助成 

 平成 27年 8月から中学生までの入院・通院・調剤を

助成し、その後も段階的に無料化を拡充してきた。 昨

年 8月からは中学 3年生までの全ての子どもの医療

費を無料化している。更に今年の 8月からは高校 3年

生までを助成対象とし、自己負担金を通院 1回（入院 1

日）につき 500円として制度の拡充をすることで、子

どもの保険対策の充実と保護者の経済的負担の軽減を

図る。 

Ⅳ. 小中学校トイレ改修事業 

 トイレの洋式化 100％を目指し、トイレ改修を実施す

る。今年度は未改修の小学校 5校を前倒しも含め実施

し、市内全小学校（20校）のトイレ洋式化を完了する。

残る中学校 11校についても来年度からの 

２カ年でトイレ改修工事を実施する。 

Ⅲ．避難所体育館空調設備設置事業 

  避難所として利用される体育館について、緊急防

災・減債事業債を活用し空調設備を設置する。令和 6

年度は市内公立中学校全 11校の体育館、総合公園体

育館、関宿総合公園体育館、福田体育館への設置に向

けて実施設計を行う。 

Ⅱ．コミュニティバス運行事業 

『それぞれの生活圏域に合った、より生活に密着した

便利なバス』をコンセプトに平成 31年 4月から 5年

間の運航計画に基づき運行してきたが、依然として利

用者がのびない。令和 6年 10月からは市民の足とし

て利用しやすいバスとなるよう、地域の実情に合わせ

た新しい運行計画で運行を開始する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 6日～8日 会派視察 

徳島県美馬市 観光プロモーションプロジェクト事業について 

香川県丸亀市 市民交流活動センター『マルタス』について 

高知県高知市 こうちこどもファンドについて 

2月 24日 

千葉県バドミントン GP 

東葛チーム総監督として参加 

▸鈴木市長による市政一般報告要旨 

 Ⅰ. 総合公園野球場について 

 総合公園野球場については、施設の老朽化に

対応するため、今後数年かけて計画的に改修を

実施する。令和 6年度は、表示部分が故障し、修

理も難しい状況となっているスコアーボードにつ

いて実施設計を行う。 観客席やバックネットな

どについても、修繕することを検討する。 

 

 
Ⅳ. 愛宕駅前へのホテル誘致について 

 交流人口の拡大や将来的なまちの発展に寄与する施設とし

て、市が誘致した愛宕駅前のホテルは、2024年夏頃の 

オープンを予定している。 

このホテルは地上 8階建て、 

客室数 37室のほか、 

レストランや法人オフィスが 

入居する予定である。 

 

Ⅲ．市役所 8階レストランの活用について 

委託事業者の撤退により、閉鎖していました

が、野田市の新たな魅力発信拠点として活用で

きないか検討を進めてきた結果、スイーツ甲子

園での優勝経験のある鎌田学園の生徒にレスト

ラン運営を任せることで学校側に打診した。学校

側からは生徒たちが調理・接客・運営と総合的な

経験が出来る実践版『総合調理実習』の場として

位置付け、レストラン運営を通して、地産地消、フ

ードロス問題、食育の普及にも取り組めるという

ことでレストラン再開に向けて、今後協議を進め

ていくこととなった。 しかしながら調理設備が

老朽化しているため、改めて整備する必要があ

り、令和 8年度を目標に協議を進める。 

Ⅱ．学校プールの開放について 

総合公園水泳場跡地について、令和 6年度は民間活力導入

可能性調査を実施するが、物価の上昇等の影響を受け、事業を

進めるタイミングとしては非常に難しい時期であり、想定以上

に時間が掛かると予想される。その間、市内を 4つの区域に

分け、区域ごとに小学校 1校のプールを 7月から 8月の学校

休業日のうち 1週間程度開放する。現在詳細について協議中

である。 

 

Ⅴ. こども誰でも通園制度施行的事業について 

保育所等に通っていないこども（6 か月～3 歳未満）を対象に、月

に一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間

単位で柔軟に利用できる『こども誰でも通園制度』の本格実施

を見据え、試行的事業を実施する。 ※本格実施は令和 8年度を予定 

 ▸滝本けいいち活動報告 

1月 7日 出初式出席 

1月 8日 成人式出席 

 
★皆さまの市に対する要望をお聞かせください♪ 
 

普段生活している中で、『市をもっとこうしてほしい』『これを直してほしい』と 

いった要望事項がありましたら、お気軽にご連絡をください。 

皆さまの声を市政に届けます！ご連絡をお待ちしております！  

★メール kei1.takimoto@gmail.com 

★TEL 080-5174-4312  ★ＦＡＸ 047-413-0470 

【事務所】〒278-0005 千葉県野田市宮崎 96-4  
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